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本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
物
資
の
流
通
を
め
ぐ
る
経
済
的
社
会
的
事
情
の
変
化
に
伴
い
、
流
通
業
務
総
合
効
率
化
事
業

に
つ
い
て
、
流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

一
、
主
務
大
臣
は
、
流
通
業
務
総
合
効
率
化
事
業
の
実
施
に
関
し
、
基
本
的
な
方
針
を
定
め
る
。

二
、
流
通
業
務
総
合
効
率
化
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
総
合
効
率
化
計
画
を
作
成
し
、
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
。

三
、
重
要
港
湾
の
港
湾
管
理
者
は
、
臨
港
地
区
及
び
港
湾
区
域
内
に
お
い
て
、
港
湾
流
通
拠
点
地
区
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

四
、
特
定
流
通
業
務
施
設
を
整
備
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
整
備
計
画
が
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
主
務
大
臣
の
確
認

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
、
総
合
効
率
化
計
画
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
倉
庫
業
法
の
登
録
・
届
出
、
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
及
び
貨
物
自
動
車
運
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送
事
業
法
の
許
可
・
認
可
等
が
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
ま
た
、
港
湾
流
通
拠
点
地
区
に
お
い
て
特
定
流
通
業
務
施
設
の

整
備
を
行
う
に
当
た
り
港
湾
法
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

六
、
中
小
企
業
信
用
保
険
法
に
規
定
す
る
普
通
保
険
等
に
つ
い
て
、
流
通
業
務
総
合
効
率
化
関
連
保
証
を
受
け
た
中
小
企
業
者

に
対
し
、
付
保
限
度
額
の
別
枠
化
等
の
特
例
を
設
け
る
。
ま
た
、
中
小
企
業
投
資
育
成
株
式
会
社
は
、
中
小
企
業
者
た
る
認

、

。

定
総
合
効
率
化
事
業
者
に
つ
い
て

資
本
の
額
が
三
億
円
を
超
え
る
株
式
会
社
の
新
株
の
引
受
け
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

七
、
食
品
流
通
構
造
改
善
促
進
機
構
は
、
食
品
生
産
業
者
等
が
実
施
す
る
認
定
総
合
効
率
化
事
業
に
必
要
な
資
金
の
借
り
入
れ

に
係
る
債
務
の
保
証
、
特
定
流
通
業
務
施
設
の
受
託
整
備
等
を
行
う
。

八
、
国
の
行
政
機
関
の
長
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
認
定
総
合
効
率
化
事
業
に
つ
い
て
、
都
市
計
画
法
等
に
よ
る
処
分
に
つ
い

て
適
切
な
配
慮
を
す
る
。
ま
た
、
工
場
立
地
法
に
規
定
す
る
事
務
の
実
施
に
当
た
り
適
切
な
配
慮
を
す
る
。

九
、
国
及
び
都
道
府
県
は
、
認
定
総
合
効
率
化
事
業
に
必
要
な
資
金
の
確
保
又
は
融
通
の
あ
っ
せ
ん
に
努
め
る
。

十
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
を
促
進
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
。

十
一
、
中
小
企
業
流
通
業
務
効
率
化
促
進
法
は
廃
止
す
る
。

十
二
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
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